
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

８ ４  1 

足立   見本太郎 足立   見本花子 

アダチ    ミホンタロウ アダチ     ミホンハナコ 

２   ５   ５ ３   ３   ３ 

東京都足立区中央本町 

一丁目１７番１号 

東京都足立区千住 

五丁目５番５５号 

東京都足立区中央本町一丁目１７ 

足立 見本太郎 

足立 見本昭治 

 見本純子 

甲野 見本和夫 

見本雅子 

足立 見本道雄 

 見本夏子 
✓ 

✓ ✓ 

東京都足立区千住五丁目

５ 
足立 見本次郎、足立見本春子 

✓ ✓ 

２９   ５  ７   １２  

東京都足立区千住五丁目５ ５５ 

✓ 

足立 見本太郎 足立 見本花子 

足立 見本昭治 甲野 見本和夫 

４０   １   １ ４２   ２   ２ 

五丁目５番５５号 

東京都足立区千住 東京都足立区中央本町 

一丁目１７番１号 

東京都足立区中央本町 

一丁目１７ 

東京都葛飾区立石 

五丁目１５ 

✓ 

✓ 

✓ 

 080   XXXX   XXXX 
 090   XXXX   XXXX 

 

離婚届出時点で、

住民登録をして

いる住所を記入

してください。 

 

裁判所が関与し

ない離婚は、 

「☑協議離婚」 

になります。 

 
婚姻の際に氏が変わった方が婚姻前の氏を称する場合、婚姻前の戸籍に戻るか新戸籍を作るか選択し、選択した本籍を記

入してください。 

離婚後も婚姻中の氏を引き続き称する場合には、この欄を空欄にし、離婚届と同時に「離婚の際に称していた氏を称する

届」の届出が必要です。 

※1未成年の子の氏名欄について 

夫婦の間に未成年の子（１８歳未満）がいる場合には、離婚後の親権を定める必要があります。未成年の子全員につ

いて親権を行う方の欄に氏名を記入してください。 

親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている子の欄は、家庭裁判所に申立てをしている子

の氏名を記入してください。この場合、家事審判の確定又は家事調停の成立後に親権者指定届の提出が必要にな

ります。 

なお、離婚によって、お子さんの戸籍が変動することはありません。（裏面「離婚届出に関するQ＆A」のQ4参照） 

 下部「※１」参照 

 

内容を確認しチ

ェックをしてくだ

さい。 

共同親権に関す

る 詳 細 は 下 の

QR コードを参照

してください。 

 

法務省ホームページ 

 
昼間連絡のとれる電話

番号をご記入ください。 

 
協議離婚の届出人は夫と妻の２人です。

必ず本人が署名してください（押印は任

意です）。 

 

協議離婚の場合、３項目

についてそれぞれ当て

はまる方にチェックをし

てください。 

不明な点がある場合は、

下部の QR コードから確

認してください。 

 
裁判所が関与しない協議離婚の場合

には、成年者２名（親族等でも可）の署

名が必要です（押印は任意です）。 

 

長

男 

二

男 

甲野 見本花子 
コウノ ミホンハナコ 



１．持参するもの 

 ① 離婚届書：１通 

※未成年の子がいる場合の追加の書類が必要になる場合があります。 

詳しくは下記「５」をご確認ください。 

   ※戸籍全部事項証明書（戸籍謄本）の添付は不要となりました。 

 ② その他必要書類（該当する場合のみ） 

  ・調停離婚：調停調書の謄本 

  ・審判離婚：審判書の謄本と確定証明書 

  ・和解離婚：和解調書の謄本 

  ・認諾離婚：認諾調書の謄本 

  ・判決離婚：判決書の謄本と確定証明書 

 外国籍の方と離婚する場合は、届書の記入方法・添付書類が異なりますので、 

事前にお問い合わせください。 

 

２．届出地 

 夫妻の本籍地、所在地の市区町村役場の戸籍届出窓口。 

 足立区に提出する場合、足立区役所南館１階戸籍届出係が提出窓口です。 

 ※区民事務所では届出の受付を行っていません。 

 ※夜間・休日は、足立区役所地下１階「時間外窓口」でお預かりします。なお、時間外窓口では内

容の確認ができないため、できるだけ事前に戸籍届出係で審査をうけてください。 

 

３．届出人と届出期間 

種類 届出期間 届出人 

協議離婚 届出により効力を生じるので届出期間は

ありません 

夫と妻【署名は必ず自書してください。

押印は任意です】 

調停離婚 

審判離婚 

和解離婚 

認諾離婚 

判決離婚 

調停成立の日から１０日以内 

審判確定の日から１０日以内 

和解成立の日から１０日以内 

認諾の日から１０日以内 

判決確定の日から１０日以内 

調停申立人 

審判申立人 

原告 

原告  

原告 

※申立人が１０日以内

に届出をしない時は、そ

の相手方も届出をする

ことができます。 

 

４．届出人の本人確認 

 不正な届出を防止するため、本人確認を実施しています。下記のいずれかを持参してください。 

  ・写真付きの場合は、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳等１点 

  ・写真なしの場合は、国民年金証書等２点以上 

 

５．旧様式の離婚届を提出する際の追加書類について 

 令和８年４月１日から改正民法が施行されたことに伴い、離婚届の様式が変更となりました。旧様式

の離婚届（父母双方が親権を行う子欄等が無いもの）にて離婚届を提出する方で、離婚届提出日時点で

未成年の子がいる場合は原則「別紙」の添付が必要です。なお、離婚届が旧様式で別紙が無い場合は、

不受理となる場合がありますので、ご注意ください。（※新様式の場合は「別紙」は必要ありません。） 

  

 

  

 

Ｑ１ 離婚届提出の際に、夫婦とも

に窓口に行かなければいけま

せんか？ 

どちらか一方がお持ちいただいても構いません。ただし、書類

に不備・記入漏れがあると届書を受理できない場合もあります

のでご注意ください。 

Ｑ２ 離婚したあとの苗字（氏）は

どうなりますか？ 

戸籍の筆頭者（婚姻の際に氏が変わらなかった方） 

→称している氏に変動はありません。なお、配偶者の方の父母

の養子になっている方は、離婚後も養父母の氏を称します。 

戸籍の筆頭者でない方（婚姻の際に氏が変わった方） 

→婚姻前の氏を称することになります。なお、養子縁組により

養子になっている方は、養父母の氏を称することとなりま

す。 

Ｑ３ 離婚後も苗字（氏）を変えた

くない場合、どうしたらいい

ですか？ 

離婚後も引き続き現在の氏を称したい場合には、離婚届と同時

に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出します。 

※同時に提出できなかった場合でも、離婚後３ヵ月以内に提出

すれば、婚姻中の氏を称することができます。 

※この届出を提出した場合、あとで婚姻前の氏に変更するため

には、家庭裁判所の許可が必要となります。 

Ｑ４ 子どもの苗字（氏）と戸籍は

どうなりますか？ 

父母が離婚しても、子どもの称する氏と戸籍には変動がありま

せん。（親権者を指定していても同様です）。 

離婚により別戸籍になった父、または母の戸籍に、子を同籍さ

せたい場合には、家庭裁判所で「子の氏変更許可」を得て、子

の入籍届を後日提出する必要があります。 

Ｑ５ 配偶者の連れ子と養子縁組を

しているのですが、離婚後の

養親子関係はどうなるのです

か？ 

配偶者の連れ子との養親子関係は、離婚後も継続します。（未

成年の養子の親権は離婚届で指定する必要があります）。 

養親子関係を解消したい場合には、別途離縁届の提出が必要と

なりますので、事前にご相談ください。 

Ｑ６ 自分の意思に関係なく離婚届

が提出されるのを防ぐ方法は

ありますか？ 

離婚届が提出される前に、戸籍届出窓口に来庁し「離婚届不受

理申出」をすることができます。この不受理申出がされると、

不受理申出をした人が出頭し、かつその人の本人確認ができる

資料の提示をしない限り、離婚届は受理されません。 

なお、離婚届不受理申出をする際には、本人確認できる資料が

必要となります。 

Ｑ７ 

 

令和８年４月１日の民法の改

正に伴って変わった点はなん

ですか？ 

父母の離婚後等の子の養育に関することが見直されました。 

詳しくは法務省ホームページをご確認ください。 

 

すべて、裁判所で発行 

される書類です 

《問合せ先》 

足立区 戸籍住民課戸籍届出係 

☎  ０３-３８８０-５０６５ FAX ０３—５６８１—７６６２ 
（平日 ８：３０～１７：００、第４日曜日 ９：００～１６：００） 

 

離婚届の書き方 離婚届出に関するＱ＆Ａ  

【別紙配付窓口】 

・足立区役所本庁舎南館１階又は各区民事務所 

※インターネットの場合は右の QR コードから入手

できます。 

【法務省ホームページ】 

民法等の一部を改正する法律（父母の離婚後

等の子の養育に関する見直し）について 

 


